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二
〇
一
六
年
十
二
月
二
十
二
日
に
返
還
さ
れ
た
米
軍
北
部
訓
練
場
跡
地
に
つ
い
て
、
防
衛
省
は
い
わ
ゆ
る
跡
地
利
用
特
措
法

に
基
づ
き
、
土
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
が
図
れ
る
よ
う
汚
染
物
質
の
除
去
や
廃
棄
物
の
撤
去
な
ど
の
支
障
除
去
を
実
施

し
、
一
年
後
の
二
〇
一
七
年
十
二
月
に
地
権
者
へ
引
き
渡
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
様
々
な
廃
棄
物
や
未
使
用
の
空
包
な
ど

の
不
発
弾
が
見
つ
か
り
、
支
障
除
去
が
不
完
全
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

つ
い
て
は
、
以
下
の
事
項
を
質
問
す
る
。 

一 

土
地
引
渡
し
後
も
相
次
い
で
廃
棄
物
が
確
認
さ
れ
、
支
障
除
去
を
今
も
っ
て
続
け
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
地
権
者
へ

の
引
渡
し
前
に
支
障
除
去
措
置
を
講
じ
た
と
す
る
防
衛
省
の
説
明
は
撤
回
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺

い
た
い
。 

二 

二
〇
一
六
年
の
米
軍
北
部
訓
練
場
の
返
還
後
、
支
障
除
去
が
行
わ
れ
た
の
は
返
還
地
全
体
の
約
四
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
い

て
で
は
な
く
、
米
軍
車
両
が
通
行
し
て
い
た
道
路
、
ヘ
リ
パ
ッ
ド
跡
地
と
そ
の
周
囲
、
過
去
に
ヘ
リ
が
墜
落
し
た
地
点
と
そ

の
周
囲
で
汚
染
の
蓋
然
性
が
高
い
と
さ
れ
た
部
分
な
ど
約
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
返
還
地
全
体
の
〇
・
一
％
で
あ
る
。
地
権
者
へ

の
引
渡
し
後
に
行
わ
れ
て
い
る
米
軍
北
部
訓
練
場
返
還
跡
地
廃
棄
物
調
査
等
業
務
に
つ
い
て
も
、
引
渡
し
前
に
支
障
除
去
が
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行
わ
れ
た
区
域
で
の
み
行
わ
れ
て
い
る
。
支
障
除
去
を
行
う
範
囲
を
限
定
し
た
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
米
軍
北
部
訓
練
場
跡

地
全
体
に
お
け
る
支
障
除
去
対
象
物
の
残
存
状
況
に
つ
き
、
政
府
は
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
か
。
十
分
に
把
握
し
て
い
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
今
後
返
還
地
全
域
に
つ
い
て
調
査
等
業
務
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
予
定
は
あ
る
か
、
政

府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

三 

二
〇
一
六
年
に
米
軍
北
部
訓
練
場
が
返
還
さ
れ
た
直
後
の
支
障
除
去
を
行
っ
た
の
は
、
い
で
あ
株
式
会
社
で
あ
る
。
同
社

が
支
障
除
去
を
行
っ
た
場
所
か
ら
は
、
地
権
者
へ
の
引
渡
し
後
も
廃
棄
物
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
が
事
実
か
。
ま
た
、
引
渡

し
後
の
廃
棄
物
調
査
等
業
務
も
同
社
に
委
託
し
た
の
は
事
実
か
。
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
支
障
除
去
に
つ
い
て
所
期
の
目
的

を
達
成
で
き
な
か
っ
た
事
業
者
に
そ
の
後
も
廃
棄
物
調
査
等
業
務
を
委
託
し
た
理
由
及
び
経
緯
に
つ
い
て
、
詳
細
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。 

四 

米
軍
北
部
訓
練
場
跡
地
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
か
ら
現
在
ま
で
の
支
障
除
去
に
関
す
る
調
査
計
画
の
概
要
、
調
査
結
果
、

各
年
度
の
支
障
除
去
開
始
期
日
と
終
了
期
日
、
発
見
さ
れ
た
廃
棄
物
等
の
種
類
、
数
量
、
支
障
除
去
を
行
っ
た
面
積
、
当
該

作
業
の
内
容
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
引
渡
し
後
に
そ
の
よ
う
な
廃
棄
物
が
残
存
し
て
い
る
理
由
に
つ

い
て
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 
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五 

米
軍
基
地
返
還
後
の
支
障
除
去
に
は
、
通
例
で
は
数
年
の
期
間
が
設
け
ら
れ
る
と
聞
く
。
米
軍
北
部
訓
練
場
跡
地
に
つ
い

て
は
、
既
に
返
還
か
ら
七
年
が
経
過
し
た
が
、
い
ま
だ
に
支
障
除
去
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
対
象
区
域
に
お
け

る
支
障
除
去
作
業
の
ほ
か
、
そ
れ
以
外
の
区
域
に
お
け
る
支
障
除
去
作
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
支

障
除
去
対
象
物
の
撤
去
完
了
が
実
現
で
き
る
の
は
い
つ
頃
に
な
る
と
政
府
は
見
込
ん
で
い
る
か
、
具
体
的
な
年
度
を
示
さ
れ

た
い
。 

六 

沖
縄
県
警
察
は
、
米
軍
北
部
訓
練
場
跡
地
で
発
見
さ
れ
た
不
発
弾
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
警
察
が
行
う
不
発
弾
等
の
処
理
要

領
、
跡
地
利
用
特
措
法
及
び
沖
縄
防
衛
局
・
沖
縄
森
林
管
理
署
間
の
協
定
を
根
拠
に
、
確
認
や
回
収
な
ど
の
対
応
を
行
わ
な

い
と
し
て
い
る
。
こ
の
運
用
の
さ
な
か
、
二
〇
二
三
年
十
二
月
七
日
に
北
部
訓
練
場
跡
地
の
Ｌ
Ｚ
２
Ａ
ヘ
リ
パ
ッ
ド
付
近
に

お
い
て
、
手
榴
弾
の
不
発
弾
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
廃
棄
物
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
後
、
翌
年
一
月
十
三
日
に
報
道
に
よ

っ
て
そ
の
手
榴
弾
が
亡
失
し
、
そ
の
後
手
榴
弾
が
発
見
さ
れ
た
事
実
自
体
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 
 

当
時
、
米
軍
北
部
訓
練
場
返
還
跡
地
廃
棄
物
調
査
等
業
務
を
請
け
負
っ
て
い
た
大
和
探
査
技
術
株
式
会
社
は
、
処
分
の
準

備
が
整
う
ま
で
現
場
で
保
管
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
処
分
を
行
う
予
定
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、

今
後
、
事
業
者
が
不
発
弾
を
見
つ
け
た
場
合
、
警
察
及
び
自
衛
隊
へ
の
不
発
弾
処
理
要
請
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
状
態
で
、
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ど
の
よ
う
に
不
発
弾
へ
の
対
応
及
び
処
理
を
行
う
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

七 
米
軍
北
部
訓
練
場
跡
地
は
、
大
部
分
が
や
ん
ば
る
世
界
自
然
遺
産
と
な
っ
て
い
る
。
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と

で
、
同
地
域
に
は
観
光
客
が
訪
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
市
民
が
支
障
除
去
対
象
物
に
触
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
不

発
弾
、
放
射
性
物
質
及
び
有
毒
化
学
物
質
を
含
む
米
軍
廃
棄
物
が
残
留
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
看
板
の
設
置
や

チ
ラ
シ
の
配
布
な
ど
に
よ
り
周
知
す
る
予
定
は
あ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

八 

米
軍
北
部
訓
練
場
跡
地
に
お
い
て
、
米
軍
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
不
発
弾
が
爆
発
し
て
一
般
市
民
が
死
傷
し
た
場
合
、
被
害

補
償
な
ど
の
手
続
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


